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告 示 

鳥取県告示第382号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第10条第１項の規定に基づき、知事指定

薬物の指定が失効したので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年８月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 指定年月日 失効年月日 

５－知(１)－１ Ｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｉｐｎｅ、Ｎ－Ｐｉｐ

ｅｒｉｄｉｎｙｌ Ｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ 

令和５年６月27日 令和５年７月１日 

５－知(１)－２ ３－ＣＰＭ、３－Ｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｍｅ

ｔｒａｚｉｎｅ 
〃 〃 

５－知(１)－３ ４Ｆ－ＡＢＩＮＡＣＡ、４Ｆ－ＡＢＵＴＩＮ

ＡＣＡ 
〃 〃 

                                                    

鳥取県告示第383号 

鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例（令和２年鳥取県条例第52号）第２条第２項の規定に基づき、特定

種畜を次のとおり告示する。 

  令和５年８月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名号 個体を識別する番号 指定の解除の日 備考 

久福也  12443－8385－０ 令和５年８月１日  

                                                    

鳥取県告示第384号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者から

障害児通所支援事業を廃止する旨の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年８月１日 

鳥取県西部総合事務所長 中  原  美 由 紀 

名称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害児通所

支援事業を行っていた

事業所の名称 

指定に係る障害児通所

支援事業を行っていた

事業所の所在地 

障害児通所

支援事業の

種類 

廃止年月日 

特定非営利活動

法人あおぞら 

米子市米原一

丁目７－１ 

放課後等デイサービ

スあおぞら 

米子市米原一丁目７－

１ 

放課後等デ

イサービス 

令和５年７

月31日 

 


